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電子帳簿保存法 メモ 

第１条 立法趣旨 

第２条 定義 

第３条 他法律との関係 

第４条 電子帳簿等の保存 

 第①項 電子帳簿（国税関係帳簿） 

 第②項 電磁的記録（国税関係書類） 

 第③項 スキャナー保存 

第５条 マイクロフィルム保存 

 第①項 国税関係帳簿（⇒マイクロ） 

 第②項 国税関係書類（⇒マイクロ） 

 第③項 一定の場合（⇒マイクロ） 

基準日前に作成・受領した書類（過去分重要書類） 

第６条 一般法※に対する国税関係帳簿書類の適用除外 

  ※ 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 

第７条 電子取引に係る電磁的記録の保存義務 

第８条  

第①項 ［４条①～③、５条①～③］を国税関係帳簿、国税関係書類とみなす。 

第②項 ［７条］を国税関係書類以外の書類とみなす。 

第③項  

 第一号 所得税法、法人税法の読み替え 

   所得税法：青色承認申請の却下 145 条一 

   法人税法：通算承認 ６４条の９③三ロ 

     ［帳簿書類］を［（電帳法の帳簿書類（４条、５条、７条））］と読み替える。  

 第二号 所得税法、法人税法の読み替え 

   所得税法：青色申告取消１５０条① 

   法人税法：青色承認申請の却下 123 条一 

     ［帳簿書類］を［（電帳法の帳簿書類（４条、５条、７条））］と読み替える。 

 第三号 法人税法の読み替え 

   法人税法：青色申告取消１２７条一 

第４項 優良保存義務者 過少申告加算税の一部減免 

  第一号 電子帳簿 

  第二号 マイクロ（過去分重要書類を含む） 

 第５項 重加算税の加重 

 第６項 その他 



 




























































































































